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韓国造船業における公的支援について集中審議 

～第 123 回 OECD 造船部会及び OECD 造船部会創設 50 周年ワーク 

ショップの結果概要について～ 

 

平成 28年 12 月 1－2 日、フランス（パリ）にて、OECD 造船部会ワークショップ及び第 123 回 OECD

造船部会が開催されました。我が国からは、大坪新一郎海事局技術審議官他、日本造船工業会等が

出席しました。 

 

今次会合では、韓国における経営不振に陥った造船企業に対する公的支援（政府系金融機関によ

る出融資）について詳細な議論が行われました。我が国から、民間金融機関との行動の違いを明ら

かにすることにより、同国の支援が世界の造船市場全体に悪影響を及ぼしている可能性を指摘し、

さらなる情報提供を求めました。他の国々からも同様な要求があり、次回会合において議論を継続

することとなりました。 

 

更に、我が国からの提案に基づき、韓国を含め各国の政府支援施策についてより深い議論を行う

べく、各国が提出する施策情報を詳細にし、かつ、質疑手続きを明確化することが合意されました。 

 

 また、OECD 造船部会創設 50 周年という節目の年を迎える本年、海事産業クラスターをテーマと

するワークショップが開催され、各国政府関係者や関連産業団体等から約 100 名が出席し、活発な

議論が行われました。 

 

＜第 123 回 OECD 造船部会 日時・場所・出席国＞ 

日 時：平成 28年 12 月 2 日（金） 

場 所：OECD 事務局（フランス、パリ） 会議棟 

出席国：日本、イタリア、韓国、クロアチア、台湾、ドイツ、トルコ、ノルウェー、フィリピン、

フィンランド、ブラジル、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、EU 

出席者：大坪 新一郎 海事局技術審議官他 

日本造船工業会等 

 

１．背景 

（1）OECD 造船部会は、造船市場における公正な競争条件の確立（不当な政府支援の排除等）を目

的として活動しており、近年では、各国政府の造船政策レビューの実施、政府支援施策一覧表の作

成等、各国の造船政策の透明性の確保に努めてきました。 

 

（2）近年、韓国において、経営不振に陥った造船企業に対し公的金融機関による巨額の金融支援

が講じられているところ、前々回会合（昨年 11 月開催）及び前回会合（本年 5 月開催）では、我

が国から、韓国における巨額の造船業支援が市場を歪曲させる可能性があるとの懸念を示し、今次

会合でも議論を行うことが合意されていました。 

 

 



２．議論のポイント 

（1）韓国における公的機関による造船業支援について 

 我が国から、韓国の公的金融機関と民間金融機関の融資等の傾向の比較に基づき、公的金融機関

が市場原理に基づいた判断を行っているか否かについて問題提起を行うとともに、同国が設立した

船舶購入ファンドについて、その支援対象の内外無差別性に関する情報が不足していることを指摘

しました。他の国々からも韓国の公的支援による国際造船市場歪曲の懸念が示され、次回会合にお

いて引き続き議論することとなりました。 

さらに、我が国から、各国の施策について深い議論を行えるように、政府支援施策一覧表等の取

組を強化することの提案を行いました。我が国の提案は、複数の国から支持され、基本的方向性が

合意されました。 

 

（2）造船業における供給能力の解消について 

今次会合においては、世界的な造船業における供給能力過剰の解消に向け、世界の造船市況を分

析するとともに、各国の造船政策が供給能力の拡大や減少にどのような影響を与えるか等の分析を

行った報告書につき、その最終化と公開に向けて、前々回及び前回に引き続き議論を行いました。 

 

（3）OECD 造船部会ワークショップについて 

造船部会が創設 50 周年を迎える本年は、海事産業クラスターをテーマとするワークショップが

開催され、各国の政府や産業団体等から約 100 名が出席しました。各参加者からは、自国の海事産

業クラスターの歴史や特徴のほか、海事クラスターの更なる発展に向けた取り組み等が紹介され、

参加者により活発な議論が行われました。 

我が国からは、大坪新一郎海事局技術審議官が、関連産業が集積している日本の海事産業クラス

ターの特色等を紹介するとともに、造船部会の 50 年の歴史の中で、造船市場における正常な競争

条件の確保は不変の課題であること、また、そのために造船部会が引き続き尽力していくことの重

要性などを述べました。 

 

３．その他 

 OECD インストルメントの改訂、低環境負荷船の普及促進施策等について議論が行われました。な

お、次回会合（第 124 回）は、2017 年 4月 18 日（火）及び 19 日（水）に開催予定です。 
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